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公募型企画競争公告 

 

次のとおり公募型企画競争に付します。 

令和７年１０月２０日 

 

                 経理責任者 

独立行政法人国立病院機構あわら病院  

院 長  見 附 保 彦 

 

１．公募期間  

  令和７年１０月２０日（月）から令和７年１１月１７日（月）まで 

  

２．競争に付する事項  

  (1) 件名  

      あわら病院外来及・研修室改修工事及び備品整備事業 

  (2) 目的 

    あわら病院では、「Hospital in the home, Home in the hospital」という概念の

もと、在宅での医療が入院医療のレベルになるように、あるいは入院での生活が在

宅生活のレベルになるように、地域に密着させた専門医療の充実を図っている。 

    改修工事、備品整備などを当該地域、病院のイメージに合ったデザイン・コンセ

プトにリニューアルとすることで、病院のイメージアップを図るものである。 

(3) 内容  

      入札説明書および仕様書による。  

  (4) 施行期間  

    契約締結日～令和８年１月３１日 

 

３．競争に参加する者の必要資格等に関する事項  

(1) 独立行政法人国立病院機構契約事務取扱細則（以下、契約細則という。) 第５条の規

定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であっても、

契約締結のために必要な同意を得ているものは、同条中、特別の理由がある場合に該

当する。 

(2) 契約細則第６条の規定に該当しない者であること。 

(3) 法人等を設立して長年を経過しており、各々良好な運営実績があること。 

(4) 次の事項に該当する者は、競争に参加させないことがある。 

①添付書類に虚偽の事実を記載した者 
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②全省庁統一資格審査において近畿地域における「役務の提供等」の資格に格付けさ

れていない場合で、経営の状況又は信用度が極端に悪化している者 

(5) 法人等の財政状況、損益状況及び資金状況に問題がないこと。 

(6) 不正及び不誠実な行為がないこと。会社更生法に基づき更生手続き開始の申し立てを

していない者又は民事更正法に基づき更生手続き開始の申し立てをしていない者で

あること。 

(7) 暴力団員による不正な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第３２条

第１項各号に掲げる者に該当しないこと。 

 

４．資格審査書類、提案書及び見積書等の提出期限  

令和７年１１月１７日（月）１７時（必着）までに、持参又は郵送（簡易書留）により

提出すること。 

 

５．企画提案（プレゼンテーション）の日時及び場所 

 令和７年１１月１９日（水） １３時００分～ 

 独立行政法人国立病院機構あわら病院６階 大会議室 

 

６．見積書等の開封日時及び場所 

 令和７年１１月１９日（水）１４時００分～ 

 独立行政法人国立病院機構あわら病院６階 大会議室 

 

７．各書類提出先  

  〒910-4272 福井県あわら市北潟 238-1 

  独立行政法人国立病院機構あわら病院 

企画課 業務班長 山本 真佐雄 

  TEL:０７７６－７９－１２１１ 

 

８．その他留意事項   

  （１）提出された書類について、提出後の追加及び変更は認めない。 

  （２）提出された書類の内容については、当事業者選定以外に利用することはない。 

  （３）提出された書類については一切返却しない。 

  （４）書類の作成、提出に関する一切の費用は参加者の負担とする。 

  （５）書類の内容に関して、確認又は調査を行う場合がある。 

 （６）見積及び契約手続きに使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨 

 （７）見積書等の提出者に要求される事項 

この公募型企画競争に参加を希望する者は、提案書、封印した見積書等及びそ
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の他公募型企画競争説明書で定める書類を提出期限内に提出しなければならない。

なお、見積書等の提出者は、開封日の前日までの間において、経理責任者から企

画書の内容について説明を求められた場合には、これに応じなければならない。 

  （８）本公告に示した競争参加資格のない者の提出した提案書及び見積書、競争参加者

に求められる義務を履行しなかった者の提出した提案書及び見積書は無効とする。 

 （９）契約書作成の要否 要 

 （10）契約相手方については、契約細則第２１条の規定に基づいて作成された予定価格

の制限の範囲内で有効な見積書を提出した見積者の中から、総合評価方式により

交渉権者を決定する。その者が複数の場合は、総合評価方式をもって得られた値

が最も大きい見積者から交渉順位を付するものとし、第一交渉権者決定後はその

者と直ちに交渉をし、契約価格を決定する。ただし交渉が不調となり、又は交渉

開始から１０日以内に契約締結に至らなかった場合は、経理責任者は交渉順位に

従い、他の交渉権者と交渉を行うことができる。 

（10）詳細は公募型企画競争説明書による。 


